
Ⅲ 採用選考

.１ 公正な採用選考の基本的な考え方

採用選考を行う際には、次の３点を基本的な考え方として実施することが大切です

□ 「人を人としてみる」人間尊重の精神、すなわち応募者の基本的人権を尊重する

□ 応募者の持つ適性・能力のみを基準として採用選考を行う

□ 応募者に広く門戸を開く

（1）人を人としてみる

世界人権宣言は「すべての人間は、生まれながら自由で、尊厳と権利とについて平等である。人間は、

理性と良心とを授けられており、同胞の精神をもって互いに行動しなければならない」とうたっています。

また、日本国憲法は、すべての人に職業選択の自由を保障しています。求職者にとって、「就職」は生

活を左右するものであることはもちろん、その労働を通じて社会生活や社会活動に参加し、自己実現を

図る極めて重要なものです。

一方、企業にも、採用方針や採用基準、採否の決定など採用の自由が認められています。企業にお

ける「人（労働力）」の問題も、その事業の盛衰に大きな影響を及ぼす重大事であり、各々の事業計画や

従業員の異動等諸般の情勢に応じ、採用活動を行っていることと思います。

しかし、企業に採用の自由があるからといって、不当な求人条件を出したり、選考時に何を聞き、何を

書かせてもよいわけではなく、応募者の基本的人権を侵す採用の自由は認められていません。

自らの人権のみならず他人の人権についても正しく理解し、その権利行使に伴う責任を自覚して、人

権を相互に尊重しあうこと、すなわち、人を「基本的人権を有する人」としてみる人間尊重の精神が十分

あるかどうか、改めて考えてください。

（2）応募者の持つ適性・能力のみを基準として採用選考を行う

職業選択の自由、すなわち就職の機会均等は、誰でも自由に自分の適性や能力に応じて職業を選

ぶことができるということですが、そのためには、雇用する側が差別のない公正な採用選考を行う必要が

あります。

採用方針、採用計画のなかで、同和関係者、在日韓国･朝鮮人など特定の人を排除してしまうことは、

そこに予断と偏見とが大きく作用しているからといえます。

また、親の職業や家庭状況等を採用選考のポイントとして考えることは、本人の適性や能力とは関係の

ないことであり、非合理的な考え方です。

応募者の適性・能力のみを基準として、客観的な判断により合理的な採用選考が行われなければなり

ません。

（3）応募者に広く門戸を開く

誰にでも欠点や短所がありますが、その人にしかない持ち味、活かしうる価値を持っています。

それぞれの持つ特性を引き出すためには、まず、求人条件に合ったすべての人が応募できる原則が

確立されなければなりません。

その上で、応募者の適性・能力は、表面上だけで判断せず、潜在的な能力や採用後の教育訓練によ

る可能性も積極的に見いだすような配慮が大切です。

女性、障害者、高年齢者及び外国人などの雇用に関する留意点（p.100以降参照）を念頭に置きなが

ら、応募者が働く意欲と能力を十分に発揮できるような、採用選考システムと職場環境を整備する必要が

あります。
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